
 

 

 

介護保険制度は、それまで主に家族が担っていた高齢者介護を社会全体で支えていくことを

目的として、平成 12 年(2000)に施行されました。その当時、本市に暮らす 65 歳以上の高齢者

は 39,000 人弱でしたが、現在は、52,000 人を超えるまでに増加し、今後も増加し続けること

が見込まれています。一方で、生産年齢人口(15～64 歳)は減少し続け、今後もさらに減少して

いくことが見込まれています。 

本計画は、このような中においても、「住み慣れた地域で、自分らしく生きる」という誰も

が望む暮らしを、限られた資源と人材により実現し、本市の介護保険事業を安定的かつ持続的

に運営していくことを目的に策定しています。 

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加している現状を踏まえ、全ての高齢者が住み慣

れた地域で暮らし続けるためには、基本となる医療・介護サービスの基盤だけでなく、地域社

会全体において、高齢者の自主性を尊重しつつ、高齢者の生活を支える仕組みづくりや取組が

求められます。そのためには、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいが包括的に提供され

る「地域包括ケア」の深化が必要であり、地域住民の互助組織による生活支援サービスの充実

も重要になります。また、在宅医療・介護連携では、入退院支援などの具体的な場面を意識し

た取組が必要であり、認知症施策では、令和元年(2019)6 月に政府がとりまとめた「認知症施

策推進大綱」における「共生と予防＊」の考え方等を念頭においた施策の推進が必要になりま

す。 

他方、元気に生活している高齢者については、積極的に地域とつながり活動的に暮らすこと

で健康を維持し、可能な範囲で、地域社会を支える役割を担えるよう促していくことも重要か

つ必要であると考えています。 

さらに、上位計画である「第３次 地域福祉計画・地域福祉活動計画」において、「全ての出

雲市民、事業者も一体となり（中略）、それそれが役割を持ち、支え合いながら、自分らしく

活躍できる地域コミュニティを育成することで、みんなが助け合いながら暮らすことができる

『地域共生社会』を実現する必要があります。」と示されていることも踏まえて、地域包括ケ

アを推進していく必要があります。 

こうした考えのもとで、次のとおり、本計画の目標、行動指針及び具体的な行動目標を定め

ます。 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

＊予防：ここでは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進

行を緩やかにする」という意味として使われている。 
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１ 計画の目標及び行動指針                      

前期（第７期）計画では、「高齢者が生活環境を問わず家庭や地域で自立して生活できるこ

と」を目標とし、高齢者が自立した生活を続けていくために、自ら健康づくりや介護予防に取

り組む「自助」や、地域でお互いに助け合う「互助」の取組が活発に行われるよう支援してき

ました。また、介護保険等の公的サービスが安定的に提供されるよう、介護サービス基盤の整

備なども進めてきました。 

本計画では、「自助」と「互助」の取組がさらに活性化されるよう支援していくとともに、

医療と介護の連携の深化や認知症高齢者やその家族への支援の強化等に取り組みます。また、

必要な介護サービス基盤の整備と介護人材の確保・定着に係る施策も推進します。  

そして、高齢者一人ひとりが、住み慣れた地域での「自立」にとどまらず、多様な価値観や

意思を尊重され、人生の最終段階までその尊厳が保持されながら安心して生活できることをめ

ざし、 

「高齢者が住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活が継続できること。」 

を目標とします。 

また、次の２点を行動指針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な行動目標                         

（１）地域包括ケアを支える機能の強化 

今後、地域包括ケアを深化させていくためには、地域の特性に応じたネットワークの構築と、

地域課題を的確に把握し解決していく取組が重要になります。 

本計画では、地域ケア会議の活用について、これまで実施してきた地域ケア（個別）会議の

実績を土台として、今後は、地域課題の把握と解決に向けた取組にも重点を置き、解決までの

流れを明確にして取り組んでいきます。 

また、地域包括ケアの中核的な役割を担う高齢者あんしん支援センター（出雲市地域包括支

援センター）について、介護予防の普及・啓発、地域の専門機関とのネットワークの構築及び

ケアマネジャーへの支援について機能強化を図っていきます。 

高齢者の自立を支える 

  高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、生活機能の自立を支援し

ていくとともに、健康づくり・介護予防・交流の場や就労的な活動など社会参加を促し、

一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合うことのできる社会の形成を進めます。 

高齢者の生活を支える 

  加齢や疾病の過程でも、高齢者が住み慣れた地域で適切なケアを受けられるよう、身

近な地域における介護サービス基盤の整備と介護人材の確保、医療と介護の連携、認知

症施策の推進及び相談援助体制の構築を進めます。 
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（２）健康寿命の延伸・生きがいづくりの推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続していくためには、健康づくりや

介護予防などに「自ら」取り組むことで健康寿命を延ばすとともに、「お互い」を助け合いな

がら暮らしていける地域づくりが重要になります。 

本計画では、地域住民が主体となって取り組む介護予防活動である「通いの場」等のさらな

る活性化を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりのための担い手確保と生活支援

サービスの充実に取り組みます。 

また、働く意欲のある高齢者の就労支援やボランティア活動などの社会参加について、介護

予防につながるという視点も踏まえて、シルバー人材センターや出雲市社会福祉協議会等と連

携して推進していきます。 

 

（３）安心して暮らせるまちづくり 

医療と介護の両方が必要となる高齢者が、住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続

していくためには、「在宅医療と介護の一体的な提供」が重要になります。また、認知症高齢者

が、その意思を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを

進めていくことも重要です。 

本計画では、医療・介護関係者の連携の深化のため、研修会等の開催の支援や情報提供の統

一化を進めるとともに、入退院時の情報共有等に関する連携のルールをまとめた「出雲市入退

院連携ガイドライン」が円滑に運用されるよう支援していきます。 

また、「認知症になっても笑顔で暮らせるまちづくり」をコンセプトに、認知症に対する正し

い理解の普及、早期発見・早期診断等への取組及び認知症支援ネットワークの拡充を進めてい

きます。 

そのほか、高齢者への虐待や消費者被害に適切に対応するとともに、判断能力の低下がみら

れる高齢者には、成年後見制度を活用するなど本人の権利擁護に取り組みます。 

 

（４）介護サービス基盤の整備 

要支援・要介護状態となった高齢者が、住み慣れた地域で安心した生活を継続していくため

には、身近な地域における介護サービス提供体制が必要となります。 

本計画では、令和７年度(2025)及び令和 22 年度(2040)の双方を見据えつつ、将来の介護 

ニーズを踏まえながら、本計画期間中に必要となる介護サービスの基盤の維持及び整備を行い

ます。 

また、少子高齢化が進展する中、現下の介護人材不足や将来の担い手の減少を踏まえ、本計

画期間の最終年度となる令和５年度(2023)までを介護人材確保・定着施策の集中実施期間に位

置づけ、各種施策を推進するとともに、介護現場における業務仕分けや介護ロボット・ＩＣＴ

の活用による介護現場の革新を進め、将来的に質の高い安定した介護サービス提供体制づくり

を進めていきます。 
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３ 施策の体系                            

本計画では、目標と行動指針のもと、具体的な行動目標を踏まえた、以下のような体系で本

市における地域包括ケアを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 

目標 

行動 

指針 
地域包括ケアを推進する施策 
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生
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続
で
き
る
こ
と 

高
齢
者
の
自
立
を
支
え
る 

高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る 

第５章 

健康寿命の延伸・生きがいづくりの推進 

 １ 健康づくり・介護予防の推進 

 ２ 在宅生活を支えるサービスの充実 

 ３ 高齢者の社会参加と生きがい 

づくり 

第６章 

安心して暮らせるまちづくり 

 １ 在宅医療・介護の連携 

 ２ 認知症ケアの推進 

 ３ 高齢者の権利擁護 

 ４ 安心できる住まい 

第７章 

介護サービス基盤の整備 

 １ サービス種類別事業費の推計 

 ２ 介護サービスの基盤整備目標 

 ３ 介護人材の確保・定着に係る施策 

の推進 

 ４ 介護サービスの質の確保と介護 

給付の適正化 

 ５ 出雲市独自のサービス 

 ６ 自然災害・感染症対策に係る体制 

整備 

 

 

 

 

 

 

第４章 

地域包括ケアを 

支える機能の強化 

１ 地域包括 

ケアシステム 

の構築 

２ 地域ケア 

 会議の推進 

３ 高齢者 

あんしん支援 

センターの 

機能強化 
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●施策の全体像 
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虚 
弱 
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介 
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要 
な 
高 
齢 
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「通いの場」立ち上げ支援 

介護予防サポーター養成講座 

地域ケア会議の開催 

市役所・高齢者あんしん支援センターの取組等 

リハビリ専門職の派遣 

介護サービスの基盤の維持・整備 

出雲市いきいき体操の普及 

在宅医療・介護連携支援センター 

高齢者ふれあいサロンへの体操導入 

保健事業と介護予防の一体的実施 

認知症ケア・フォーラムの開催 

 

・介護老人保健施設 

・介護老人福祉施設 

・介護医療院 

・特定施設 

・認知症高齢者グループホーム 

施設・居住系サービス 

介護サービス相談員の派遣 

介護人材の確保・定着に係る施策の推進 

認知症グループホーム利用者負担軽減事業 

 

・訪問介護、訪問看護、訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 

・通所介護、通所ﾘﾊﾋﾞﾘ、短期入所 

・地域密着型サービス 

（定期巡回・随時対応型訪問看護、 

小規模多機能型居宅介護 等） 

在宅サービス（介護保険適用） 

在宅医療・介護の連携 

低栄養改善・食支援 

在宅医療座談会の開催 

高齢者配食サービス 

高齢者在宅福祉事業 

認知症初期集中支援 

 

・就労 

・地域の互助活動 

・生涯学習、生涯スポーツ 

・高齢者クラブ 

・ボランティア活動 

社会参加・生きがいづくり 

 

・通いの場 

・高齢者ふれあいサロン 

・介護予防・生活支援サービス事業 

訪問型サービス 

通所型サービス 

介護予防・健康づくり 

 

・認知症に対する正しい理解 

 （認知症サポーター） 

・認知症予防教室 

・認知症カフェ 

認知症ケア 

 

・家事代行（掃除、洗濯、調理など） 

・見守り、話し相手、付き添い 

・自宅周辺の手入れ 等 

在宅サービス（介護保険適用外） 

 

 

・養護老人ホーム 

・有料老人ホーム 

・サービス付き高齢者住宅 等 

高齢者の住まい 

認知症コーディネーター 

認知症キャラバン・メイト 

オレンジサポーター 

支援 

支援 

医療機関 

たすけあい 

活動団体 

生活支援 

コーディネーター 

活動団体 

介護予防 

サポーター 
支援 

生活支援 
サービス 

老老介護支援事業 
 

高齢者世話付住宅生活援助員の派遣 

介護サービスの質の確保と介護給付の適正化 
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４ 施策別の範囲設定                             

国が示す地域包括ケアシステムでは、概ね 30 分以内に必要なサービスが提供される日常生

活圏域が支援体制づくりを進める上での基本の範囲とされていますが、本市では、それぞれの

支援について有効な範囲を設定し、支援体制づくりを進めています。具体的には、政策形成な

ど統一的な対応が必要なものはより大きい地域で、介護予防活動などよりきめ細かい対応が必

要なものは小さい地域でカバーする重層的ケアを行っています。施策項目別の範囲設定は以下

のとおりです。 

 

 〇施策項目別の範囲 

施策項目 範囲設定 区域数 

政策形成、施策の総合調整等 市全域 1 市 

相談の受付け、ケアマネジャー支援、権利擁護支援等 旧自治体単位 7 地域 

介護サービス基盤の整備等 
日常生活圏域単位 

（概ね中学校区） 
15 圏域 

介護予防、生活支援※、高齢者の生きがいづくり・見守り等 コミュニティセンター単位 43 地区 

  ※生活支援は、須佐と窪田、出西と阿宮を１つの地区とした 41 地区で設定しています。 

 

 〇区域図 

[日常生活圏域単位（15 圏域）]       [コミュニティセンター単位（43 地区）] 
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〇区域別の高齢者人口と高齢化率【令和２年(2020)9 月末現在】 

区域 
旧自治体地域 日常生活圏域 コミュニティセンター単位 

地域名 
高齢者人口 

(人) 

高齢化率 

(%) 
圏域名 

高齢者人口 

(人) 

高齢化率 

(%) 
地区名 

高齢者人口 

(人) 

高齢化率 

(%) 

出雲市 

 

高齢者人口 

52,157 人 

高齢化率 

29.9％ 

出雲 25,067 26.5 

第一 4,779 29,0 
今市 2,005 30.6 

大津 2,774 28.0 

第二 4,238 24.0 
塩冶 3,517 22.4 

古志 721 36.3 

第三 6,395 23.0 

四絡 2,533 20.6 

高浜 1,130 30.3 

川跡 2,235 22.1 

鳶巣 497 30.6 

浜山 4,363 27.7 
高松 2,702 25.4 

長浜 1,661 32.5 

南 2,128 42.0 

上津 474 41.0 

稗原 710 42.8 

朝山 681 40.2 

乙立 263 46.6 

河南 3,164 26.9 
神門 2,054 25.4 

神西 1,110 30.2 

平田 8,766 35.7 

平田 5,578 34.1 

平田 2,245 33.5 

灘分 1,096 32.7 

国富 894 30.9 

久多美 759 35.6 

佐香 584 45.7 

旭丘※ 1,807 36.2 

桧山 462 34.8 

東 889 36.8 

伊野 456 36.5 

光※ 1,381 42.9 

西田 608 38.4 

鰐淵 288 47.7 

北浜 485 46.9 

佐田 1,452 46.3 佐田 1,452 46.3 
須佐 805 45.3 

窪田 647 47.7 

多伎 1,396 42.1 多伎 1,396 42.1 多伎 1,396 42.1 

湖陵 1,910 37.0 湖陵 1,910 37.0 湖陵 1,910 37.0 

大社 5,386 37.4 大社 5,386 37.4 

荒木 1,922 31.6 

杵築 2,210 42.0 

日御碕 315 52.0 

鵜鷺 121 64.0 

遙堪 818 35.9 

斐川 8,180 27.6 

斐川東 3,569 31.4 
荘原 2,219 30.1 

出東 1,350 33.8 

斐川西 4,611 25.3 

出西 1,313 26.6 

阿宮 180 45.9 

伊波野 1,376 20.9 

直江 946 24.5 

久木 796 32.3 

区域数 ７地域 15 圏域 43 地区 

※旭丘圏域と光圏域は、旧旭丘中学校区と旧光中学校区としています。 
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